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研究要旨：国際生活機能分類 ICF は, 国際的に障害者施策や高齢化対策に有用と考えられ
ている指標であり, 本邦においても社会統計としての整備が求められている. しかし新た
な調査として実施することはすぐにはむずかしいいため, 既存統計に ICF の概念がどこま
で含まれているかを検証することは意味がある．本研究は厚生労働省による平成 28年「生
活のしづらさなどに関する調査（全国在宅障害児・者等実態調査）」について ICF による
網羅性を調べた. 問１～問 39(計 499 回答項目)のそれぞれの質問項目について, ICF の
L0(分類レベル),L1(章レベル)の深さで,ICF の概念を構成する身体構造(S軸), 心身機能(B
軸), 活動制限と参加制約(D 軸),環境因子(E軸)が, どのように含まれているかの割合を, 
それぞれの軸で求め, そのバランスをレーダーチャートに図示した.研究者 2人が, それ
ぞれ独立に検討したが, 多少の差異は見られたものの, ともに D 軸, E 軸との親和性が
高い結果を得た.  

                           
 
Ａ．研究目的 

障害者権利条約は2006年国連で採択さ
れ, 本邦は2007年に署名後, 2014年に批准
書を国連事務総長に寄託し, 2016年に条約
の効力が発生した1,2). 国連障害者権利条
約第31条には, 「締約国は、この条約を実
効的なものとするための政策を立案し、及
び実施することを可能とするための適当な
情報(統計資料及び研究資料を含む。)を収
集することを約束する」との記述がある3). 
その一方で, 2016年Ｇ７保健大臣会合で、
第69回ＷＨＯ総会における高齢化に関する
世界戦略・行動計画として, 「世界的な高
齢化への効果的かつ効率的な対応を容易に
する観点から、我々は、疾病及び関連保健
問題の国際統計分類(ICD：International 
Classification of Disease)や国際生活機
能分類（ICF: International 
Classification of Functioning, 
Disability and Health）といった国際統計
分類を活用すること、並びに、既存の調査
や定期的な報告のメカニズムに可能な限り
統合される形で実施される高齢者の健康や
ニーズを捉える主要指標に関する国際調査
が有用であることについて認識する。(健康

的で活動的な高齢化に備えた保健システム
の確立)」とされた4). 
また途上国の障害女性・障害児の貧困削

減について, 2014年国連は、国連障害者権
利条約に基づき、国連障害統計に関するワ
シントン・グループ会議のICF理念に基づく
質問紙セットを持続可能な開発目標に加え
るよう勧告した5-6). 
ところで, 障害者施策を推進するため統

計調査として考えられている統計の一つで
あるICFは, 健康状態を生活機能(「心身機
能, 構造」と「活動と参加」)であらわし, そ
の規定要因として「環境因子」「個人因子」
をとらえる「生活機能モデル」を基にして
いる(図1)7).  
このモデルは,その個人の人体の部分的

な物理的欠損に関わる「身体構造(S項目: 
Body Structures)」, 人体機能の物的な機
能停止に関わる「心身機能(B項目:Body 
Functions)」, およびその個人の社会との
関わりがどの程度制限を受けているのかと
いうという「活動制限と参加制約(D項目: 
Activity limitations and Participation 
Restrictions」,そしてどのような条件があ
れば「社会との関わる」を達成できるかと
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いいう「環境因子(E項目：Environmental 
Factors)」からなる, いわば「生活実現化
モデル」であり, 単に障害を記述すること
を超えて, さまざまな専門分野や異なった
立場の人々の間の「共通理解のためのツー
ル」となっている. そしてこのモデルと細
かく設定されたICF項目を用いて, 「個人の

生活状況」,「生活を支えるための必要な支
援」を記述することができるようになり, 
これにより社会統計として国別比較などの
より広い分野でその利用が期待されてい
る.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

図1 ICFの構成要素7) 
 
ところで本邦の社会統計は, 基幹統計

だけでも56あり(2018年4月現在)8), 統計
法の規定により、国の統計調査は、総務大
臣の審査・承認が必要となる. 審査は、統
計調査およびその設計の合理性, 妥当性お
よび精度の確保, 他の調査との重複性や調
査対象になった方々の負担軽減などが考慮
される7).  

ICFは国際的な指標であり, 本邦におい
てICFを用いた指標の整備が求められるこ
とから, 既存の社会統計において, ICFの
概念がどこまでカバーされているのかを明
らかにすることは重要である. 

本研究の目的は, 厚生労働省が実施田
「平成28年生活のしづらさなどに関する調
査(全国在宅障害児・者等実態調査：以下「生
活のしづらさ調査」)9)について, 世界保健
機関(WHO)が策定したICF(国際生活機能分
類)の体系による分類(mapping)により, 生
活のしづらさ調査をICF項目の軸による網
羅性に関する基礎的知見を得ることであ
る. 

 
Ｂ．研究方法  
(1) 生活のしづらさ調査(平成 28年)9) 

生活のしづらさ調査は問１～問39, 計
499回答項目からなる調査である. 
① 調査目的 

障害者施策の推進に向けた検討の
基礎資料とするため、在宅の障害
児・者等（難病等患者やこれまでの
法制度では支援の対象とならない
方を含む。）の生活実態とニーズを
把握することを目的としている。 

② 全国約 2,400 国勢調査区(全国の
0.024％)に居住する在宅の障害

児・者等（（障害者手帳（身体障害
者手帳、療育手帳または精神障害者
保健福祉手帳））所持者、難病等患
者及びこれまで法制度では支援の
対象とならないが、長引く病気やけ
が等により生活のしづらさがある
者）を対象としている.(国勢調査
101 万調査区, 国民生活基礎調査
大規模調査(簡易調査)では世帯票
5530(1106)地区, 所得票
2000(500)単位区).  

③ (1)訪問調査(調査票を手渡し), 記
入及び郵送による返送(自計郵送方
式）。調査票は、原則として調査対
象者本人が記入(自記式), 必要に
応じて、適切な記入の支援を実施. 
視覚障害者の方に対して、希望に応
じて点字版または拡大文字版の調
査票を配布, 調査対象者が聴覚・言
語・音声機能障害者である場合は、
手話通訳者の派遣について配慮. 
障害の状況により本人が記入でき
ない場合、本人の希望に応じて、代
筆する. 

 
(2) ICF(2001 年度版)7) 

世界保健機構(WHO)により出版された
International Classification of 
Functioning, Disability and Health 
(2001年)の日本語版を用いた. 下記
のように, S軸:身体構造, B軸:心身機
能, D軸:活動と参加, E軸:環境因子か
らなるL0(分類レベル)の計4項目, と
L1(章レベル):「1ケタ構造」1)S1～S8
の8項目,  2)B1～B8の8項目, 3)D1～
D9の9項目, 4)E1～E5の5項目, の計
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30項目を用いた. 
 
S軸: 身体構造 
その個人の人体の部分的物理的欠損 
S1:神経系の構造 
S2:目・耳・および関連部位の構造 
S3:音声と発話に関わる構造 
S4:心血管系・免疫系・呼吸器系の
構造 
S5:消化器系・代謝系・内分泌系に
関連した構造 
S6:尿路性器系および生殖系に関連
した構造 
S7:運動に関連した構造 
S8:皮膚および関連部位の構造 

 
B軸: 心身機能 
体機能の物的な機能停止 
B1:精神機能 
B2:感覚機能と痛み 
B3:音声と発話の機能 
B4:心血管系・血液系・免疫系・呼
吸器系の機能 
B5:消化器系・代謝系・内分泌系の
機能 
B6:尿路・性・生殖の機能 
B7:神経筋骨格と運動に関する機能 
B8:皮膚および関連する構造の機能 

 
D軸: 活動と参加,  
その個人の社会との関わりがどの程
度制限を受けているのか 
D1:学習と知識の応用 
D2:一般的な課題と要求 
D3:コミュニケーション 
D4:運動・移動 
D5:セルフケア 
D6:家庭生活 
D7:対人関係 
D8:主要な生活領域 
D9:コミュニティライフ・社会生活 

 
E軸: 環境因子 
どのような条件があれば「社会との関
わる」を達成できるか 
E1:生産品と用具 
E2:自然環境と人間がもたらした環
境変化 
E3:支援と関係 
E4:態度 
E5:サービス・制度・政策 

 
(3) 本解析 

生活のしづらさ調査の各質問項目(問１
～問 39, 計 499 回答項目)と, 国際生活機
能分類(ICF：以降 ICF 項目)の概念項目 「s.
身体構造」,「b.心身機能」,「d.活動と参
加」,「e.環境因子」について, まず, 生活
しづらさ調査の各項目について, ICF 項目
との類似性のある項目を L0(分類レベル)で
抽出する. この抽出については, 客観性を
確保した手法がないので, 主観的に実施す
る. 
これに関して, L0(分類レベル)の深さの

ICF項目のS軸「s.身体構造」, B軸「b.心身
機能」, D軸「d.活動と参加」, E軸「e.環
境因子」のそれぞれが, しづらさ調査の質
問項目全499項目において関連するかの割
合を各軸で求め, 対応する項目の割合の大
きさを各軸に表し図形化する(レーダーチ
ャート). 
この抽出を独立に二人の研究者が行う. 
さらにパイロット的に,L1(章レベル)に

おいて, S軸「s.身体構造」, B軸「b.心身
機能」, D軸「d.活動と参加」, E軸「e.環
境因子」単位で同様に, しづらさ調査の質
問項目全499項目において関連するかの割
合をレーダーチャートとして記述する(S軸, 
B軸, D軸, E軸のそれぞれの軸ごとにレーダ
ーチャートを作成する). 
 

 (倫理面への配慮) 
本研究には「人を対象とする医学系研究

に関する倫理指針」第3適用範囲(1.適用さ
れる研究)ウ①「既に学術的な価値が定まり、
研究用として広く利用され、かつ、一般に
入手可能な試料・情報」に記載される除外
規定に該当するため, 特に倫理審査を必要
とするような「倫理的検討点」はないと考
える. また 他の倫理指針等にも該当しな
い.  

 
Ｃ．研究結果 
分類レベルにおけるS軸, B軸, D軸, E軸

のレーダーチャートを図2に記した.また, 
章レベルにおけるS軸, B軸, D軸, E軸それ
ぞれにおけるレーダーチャートを, それぞ
れ図3-1, 図3-2, 図3-3, 図3-4に記した. 
生活のしづらさ調査の調査項目(499項

目)とICF分類レベル(4項目), 章レベル(S
軸8項目, B軸8項目, D軸９項目, E軸5項目, 
計30項目)との対応を表にまとめ, それら
を分類レベル, および章レベルにおいて軸
ごとに図示した. 
生活のしづらさ調査で回答する項目は, 

分類レベルの検討により「d.活動と参加」, 
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および「e.環境因子」に関連する項目が多
いことが示された(図2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図2 分類レベル（二人の評価者A,Bによる結果） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図3-1 章レベル S軸（評価者Aによる結果） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図3-2 章レベル B軸（評価者Aによる結果） 
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図3-3 章レベル D軸（評価者Aによる結果） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 図3-4 章レベル E軸（評価者Aによる結果） 
 

 
章レベルの下位項目を含めて考えた場合,

S軸ではS1神経系の構造, S2目・耳・および
関連部位の構造, S5消化器系・代謝系・内
分泌系に関連した構造, S7運動に関連した
構造の割合が高く, 逆にS4心血管系・免疫
系・呼吸器系の構造, S6尿路性器系および
生殖系に関連した構造, S8皮膚および関連
部位の構造の割合が低い(図3-1). 
B軸ではB1精神機能が突出して高く, B8

皮膚および関連する構造の機能が低い傾向
があった(図3-2). 
D軸ではD2一般的な課題と要求, D3コミ

ュニケーション, D4運動・移動, D8主要な
生活領域が他よりも高い. D7対人関係, D9
コミュニティライフ・社会生活は他より低
い傾向が認められた(図3-3). 
E軸ではE5サービス・制度・政策が突出し

て高く, それにE3支援と関係, E1生産品と
用具と続いた. E2自然環境と人間がもた
らした環境変化, E4態度は他より低い値用
になっている(図3-4). 
 
これらの結果に対し, まず生活しづらさ

調査は, その個人の社会との関わりがどの
程度制限を受けているのかというという
「活動制限と参加制約(D項目)」と, そして
どのような条件があれば「社会との関わる」
を達成できるかといいう「環境因子(E項目)」
をメインに作成されているように思われる.
 これは, 本調者対象者が主に在宅の障害
児・者等であることに由来するのではない
かと考える. 
また「s.身体構造」,「b.心身機能」の割

合が低かったのは, 生活のしづらさ調査は.
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 人体の部分的な物理的欠損に関わる身体
構造, 人体機能の物的な機能停止に関わる
「心身機能」のような物理量は大きく扱っ
ていいないということで, 質問項目の直
観的な理解と同様の結果になっている. 
「環境因子(E項目)」の割合が高かったのは,
 本評価者らが調査項目の内容を広く解釈
していたためことも要因として考えられ
る. 
  このように, ICFの質問項目を「生活のし
づらさ調査」の質問項目で代用できるかと
いう点は, さらなる解析を行う必要があ
る. 

 
D.結論 
生活のしづらさ調査について, ICFの体

系による分類(mapping)を行ったところ, 
生活のしづらさ調査の質問項目はICF項目
のD軸, E軸による概念との親和性が高いこ
とが示唆された. 
 

E.健康危険情報 
   本研究に関する健康危険情報は特に報
告されていない.  
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